
川崎市立学校給食における食物アレルギー対応方針について                            学校教育部健康教育課 平成２８年３月１６日

○児童生徒の食物アレルギーの状況 

●学校生活管理指導表（食物アレルギーあり）が提出されている児童生徒数（平成 27年度）

学校生活管理指導表（アレルギー疾患用・川崎市教育委員会改編）

●アドレナリン自己注射薬（エピペン®）が処方されている児童生徒数及びその学校数（平成 27年度）

○アレルギー疾患を有する児童生徒に対する取り組み 

●「川崎市立学校におけるアレルギー疾患を持つ児童生徒への対応マニュアル」（平成２１年３月）

●「川崎市立学校におけるアレルギー疾患を持つ児童生徒への対応マニュアル」

（平成２５年４月改訂版）

・ 食物アレルギーを有する児童生徒への対応にあたっては、食物アレルギー症状を引き起こす原因となる

「特定原材料」及び「特定原材料に準ずるもの」を記載している学校給食の「献立表」及び「加工食品の

配合内容表」を確認をすること、並びに、保護者からの情報把握や教職員の共通理解を図ること等を追記

名前 男・女 平成　　年　　月　　日生（　　歳） 川崎市立　　　　　　　　　学校　 　年　  組　平成　　年　　月　　日提出 次回　　　ヶ月後

食物アレルギー病型  （食物アレルギーありの場合のみ記載） 給食 電話

即時型 管理不要
口腔アレルギー症候群 保護者と相談し決定

食物依存性運動誘発アナフィラキシー ★緊急連絡医療機関

アナフィラキシー病型  （アナフィラキシーの既往のある場合のみ記載） 配慮不要 医療機関名

食物（原因 ) 保護者と相談し決定
食物依存性運動誘発アナフィラキシー

運動誘発アナフィラキシー 運動（体育・部活動等）
( ) 管理不要 電話

医薬品 ( ) 食事後の運動に配慮が必要
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 保護者と相談し決定

原因食物・診断根拠　 該当する食品の番号に○をし、かつ≪≫内に診断根拠を記載 宿泊を伴う校外活動

加熱鶏卵 ≪ ≫生鶏卵《 》 配慮不要
牛乳・乳製品 ≪ ≫ 食事やイベントの際に配慮が必要
大豆 ≪ ≫
小麦 ≪ ≫
ソバ ≪ ≫ その他の配慮・管理事項
ピーナッツ ≪ ≫
甲殻類（エビ・かに） ≪ ≫
種実・木の実類 ≪ ≫ (具体的な食品名：　　　　　　　　　　　　　　　　）
果物類 ≪ ≫ (具体的な食品名：　　　　　　　　　　　　　　　　）
魚類 ≪ ≫ (具体的な食品名：　　　　　　　　　　　　　　　　）
肉類 ≪ ≫ (具体的な食品名：　　　　　　　　　　　　　　　　） ★ 緊急事態への対応
その他 ≪ ≫ (具体的な食品名：　　　　　　　　　　　　　　　　）

緊急時に備えた処方薬

内服薬（抗ヒスタミン薬・ステロイド薬）
アドレナリン自己注射薬（「エピペン 」）
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

重傷度分類（発作型） 急性発作治療薬 運動（体育・部活動等）

間欠型 ベータ刺激薬吸入 管理不要
軽症持続型 ベータ刺激薬内服 保護者と相談し決定 ★緊急連絡医療機関
中等症状持続型 強い運動は不可
重症持続型 医療機関名

長期管理薬（吸入薬）

ステロイド吸入薬 配慮不要 電話
長時間作用性吸入ベータ刺激薬 保護者と相談し決定
吸入抗アレルギー薬 動物へのアレルギーが強いため不可 　記載日
（「インタール 」）
その他（　　　　　　　　　　　　）

長期管理薬（内服薬・貼付薬） 宿泊を伴う校外活動

テオフィリン徐放製剤 管理不要
ロイコトリエン受容体拮抗薬 保護者と相談し決定
ベータ刺激内服薬・貼付薬

その他 その他の配慮・管理事項（自由記載）
（　　　　　　　　　　　　　　）

●学校における日常の取り組みおよび緊急時の対応に活用するため、本表に記載された内容を教職員全体で共有することに同意しますか？
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 B.動物との接触やホコリ等の舞う環境での活動
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診断根拠 該当するもの全てを≪≫内に記載

①明らかな症状の既往

②食物負荷試験陽性
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どのような処置をおこなうのか

どのような状態になったときに

どのような処置をおこなうか

小学校 １０５２人

中学校 ６８人

高等学校 ２０人

特別支援学校 ８人

合 計 １１４８人

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 合 計

２０７人 ４２人 ６人 ２人 ２５７人

８４校 ２３校 ４校 ２校 １１３校

●小・特別支援学校において、食物アレルギーを有する児童数は、4,309人、全児童数の約６％
（平成 27年度）

牛乳の提供を停止している児童     ４８８人

パンの提供を停止している児童      ９６人

原因となる食材を除去している児童 延べ５７０人

毎日弁当を持参している児童 ３７人

「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（平成２０年３月） 

財団法人日本学校保健会 

                         監修 文部科学省スポーツ青年局学校健康教育課

 ～「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」に基づく取り組み～  

・学校生活管理指導表（アレルギー疾患用、川崎市教育委員会改編）の活用

・校内検討委員会の開催

・アドレナリン自己注射薬（エピペン®）の学校での取り扱い 等

「新年度の学校給食における食物アレルギー等を有する児童生徒への対応等について」

（平成 25年 3月 22日付け文部科学省スポーツ青年局学校健康教育課）
 平成 24年 12月、東京都調布市の小学校で食物アレルギーを有する児童が、学校給食終了後、アナフィ

ラキシーショックの疑いにより亡くなるという事故が発生した。児童生徒の新入学や転入のほか教職員の

人事異動など、多くの面で環境の変化が予想される。よって、改めて、校内体制等の再確認を行い、個々

の児童生徒の状況に応じた万全の体制での対応に努めること。 

年度別エピペン®処方者数



川崎市立学校給食における食物アレルギー対応方針について                            学校教育部健康教育課 平成２８年３月１６日

●  川崎市立学校におけるアレルギー疾患対策連絡調整会議（平成２７年９月～２８年１月） 

委  員：小児科アレルギー専門医、学校医部会・ＰＴＡ・各校長会・養護教諭・栄養教諭・

学校栄養職員・給食調理員の代表者、学校教育部職員

議事内容：「川崎市立学校給食における食物アレルギー対応方針」の策定について

「川崎市立学校におけるアレルギー疾患を持つ児童生徒への対応マニュアル」の改訂

について 

【川崎市立学校給食における食物アレルギー対応方針】 

                                （平成２８年２月）

今後の予定

上記、対応方針に基づき、「川崎市立学校におけるアレルギー疾患を持つ児童生徒への対応マニ

ュアル（平成２５年４月改訂版）」を改訂する。

「学校給食における食物のアレルギー対応指針（平成２７年３月 文部科学省） 

学校給食における食物アレルギー対応の大原則 

・食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。そのためにも安全性を最優先と

する。 

・食物アレルギー対応委員会等により組織的に行う。 

・「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、医師の診断による「学

校生活管理指導表」の提出を必須とする。 

 ・安全性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）を原則とする。 

 ・学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な（過度に複雑な）対応は行わない。

 ・教育委員会等は食物アレルギー対応について一定の方針を示すとともに、各学校の取組み

を支援する。 

● 食物アレルギーについて対応できる組織等を設置する。（学校長を委員長とし、年度ご

とに委員を決定する。） 

● 学校での対応を求める児童生徒については、医師の診断による学校生活管理指導表（ア

レルギー疾患用）の提出を必ず求める。 

 ※症状等に変化がない場合であっても配慮や管理が必要な間は、少なくとも毎年提出を求

める。 

● 除去食対応食品は、表示義務のある特定原材料７品目（卵、乳、小麦、えび、かに、落

花生、そば）とし、代替食対応は行わない。 

  ※本市の学校給食では、かに、落花生、そばは使用しない。 

● 小・特別支援学校においては、施設設備、人員等を考慮し、上記７品目を上限として対

応する品目は各学校で検討し決定する。食べるか食べないかの二者択一とする。 

● アレルギー対応献立はできる限り最小限に集約して調理するようにし、原因食物ごとに

別々の献立や調理方法を設定しない。（除去すべき複数原因食材全てを除去した料理一種

類のみ調理し、全ての該当アレルギー児童生徒に共通して提供する。） 

● 高等学校定時制の夜間給食については、除去食対応はしないが、必要に応じてアレルギ

ーの原因となる食物等の使用について情報提供を行う。 

● 事故防止徹底のため、全ての事故及びヒヤリハット事例の報告を求める。 

◎ 実施時期：上記の対応については、平成 28 年 4 月より実施とする。ただし、小学校・ 特

別支援学校については、対応できる学校から順次実施し、平成 29 年 4 月には

全校実施とする。 

「今後の学校給食における食物アレルギー対応について」

     （平成 26年 3月 26日付け文部科学省スポーツ青年局長）
基本的な考え方

１ 学校給食における食物アレルギー対応においては、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラ

イン」（以下「ガイドライン」という。）や学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）に基づく対応が重要

であること。このため、「ガイドライン」の周知を図るとともに、その徹底のための措置を講じる必要が

あること。

２ 「ガイドライン」の内容に関する周知徹底や適切な緊急時対応を行うことができるよう、教職員等に対

する研修の充実を図る必要があり、役割に応じた研修会の実施や研修時間の確保が重要であること。

３ 給食提供時間における事故防止の徹底のため、アレルギー対応を踏まえた献立作成の配慮や給食の各段

階におけるチェック機能を強化し、継続的に改善する取組が必要であること。 

４ 緊急時対応の充実を図るため、積極的なアドレナリン自己注射薬（エピペン ）の使用を促すための

措置を講ずるとともに、学校の状況に応じた危機管理マニュアルの整備が不可欠であること。

５ 教育関係者のみならず、医療関係者、消防機関等の幅広い関係者が関係機関間の連携体制の構築

等に努めるべきこと。


